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令 和 ８ 年 ２ 月  

福岡出入国在留管理局  

期間業務職員（一般事務補助）の募集について 

１ 採用内容 

期間業務職員／一般事務補助 

（１）採用人数

１名

（２）雇用期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで（更新の可能性あり）

２ 業務内容 

一般行政事務に係る事務補助（書類の整理・作成等の一般事務、上陸審査場内の

場内整備等） 

３ 勤務条件 

（１）勤務場所

福岡出入国在留管理局熊本出張所 熊本空港分室

（熊本県上益城郡益城町小谷１８０２－１） 

（２）勤務時間

１０時３０分～１８時３０分（休憩時間：１２時～１３時）

土・日、祝日及び年末・年始（１２月２９日～１月３日）を除く

※ 勤務時間については、週３０時間以上で相談可

（３）休暇

年次休暇は、採用の日に１０日付与され、以後、直近１年間に８割以上出勤し

ている場合には、人事院規則１５－１５運用通知第３条関係第１項に基づき付与

されます。その他にも人事院規則に基づく有給休暇及び無給休暇があります。 

（４）給与等

  〇 日額は、８，１６２円～１０，４４４円（職歴等により決定） 

※ 日額は、１日当たり７時間００分勤務した場合の金額です。

※ 時給は、１，１６６円～１，４９２円（職歴等により決定）

  〇 通勤手当は、常勤職員に準じて支給 

  なお、月の途中の採用又は退職の際は、日割りにより支給します。 

（５）期末・勤勉手当（賞与） 

あり（年２回） 

（６）保険

  〇 雇用保険に加入し、所定の保険料を徴収します。 

ただし、一定の条件を満たして勤務した場合は外れることとなります。 

  〇 社会保険に加入し、所定の保険料を徴収します。 

一定の条件を満たし１２月以上雇用された場合は共済組合に加入します。 
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（７）退職 

  〇 分限免職 

常勤職員に準ずる。 

  ○ 退職金 

    支給しない。 

（８）条件付採用期間 

   採用から１月間 

  ※ 実際に勤務した日数が１５日に満たない場合は、その日数が１５日に達するま

で条件付採用期間は引き続くこととなります。 

 

４ 応募資格・経験 

（１）一般的なパソコン操作の能力（ワード、エクセル、一太郎等）を有する者 

（２）高等学校卒業又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者 

※ なお、以下のいずれかに該当する者は、応募できません。 

① 日本国籍を有しない者 

② 国家公務員法第３８条に規定される次のいずれかの項目に該当し国家公務員

となることができない者 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶

予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

・ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年

を経過しない者 

・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加

入した者 

③ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗

弱を原因とするもの以外） 

 

５ 応募方法及び応募締切 

（１）応募書類 

   履歴書（写真貼付）１通 

   職務経歴書    １通 

（２）応募方法 

   郵送又は持参 

（３）書類提出先及び連絡先 

   〒８６２－０９７１ 

   熊本県熊本市中央区大江３－１－５３ 熊本第二合同庁舎１階 

   福岡出入国在留管理局熊本出張所 山﨑 

   電話：０９６－３６２－１７２１（平日９時から１７時４５分） 

※ 郵送の場合は、封筒に『非常勤職員（一般事務補助）応募書類在中』と朱

書きしてください。 

（４）応募締切 

   令和８年２月２４日（火）必着 

※ 応募者多数の場合は期日前に締切ることがありますので、応募書類は早めに

提出をお願いします。 
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（５）その他 

  ○ 応募により取得した個人情報は、採用事務手続以外の目的で利用することはあ

りません。 

  ○ 提出いただいた履歴書等の返却はいたしませんので、予めご了承願います。不

合格の場合は責任をもって破棄いたします。 

   

６ 選考方法 

（１）第一次試験 

書類選考 

（２）第二次試験（書類選考に合格した者のみ） 

面接 

 


